
業 務 委 託 契 約 書（案） 

 

 

 

１ 業 務 名 称  清潔区域環境管理業務 

 

２ 場     所  埼玉県熊谷市板井１６９６番地 

           埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

 

３ 契 約 期 間  令和５年２月１日から令和８年１月３１日まで 

 

４ 業 務 委 託 料    金          円 

          （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額         円） 

 

５ 契 約 保 証 金  「契約金額の１００分の１０以上」 

ただし地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第２６条第２

項に該当する場合は免除する。 

 

６ その他特定条件  清潔区域環境管理業務委託料の支払いは、別添内訳表のとおりとする。 

              

 

 上記の委託業務について、委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 と受託者           

は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の成立を証するため、本書３通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を所持する。 

 

 

  令和４年  月  日 

 

                 埼玉県熊谷市板井１６９６番地 

             委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

                 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

                  病院長  栁 澤  勉 

 

 

              

             受託者 

 

 

 

 

 

業務履行保証人                                 



分割
回数

1 自 令和５年　２月１日 ～ 至 令和５年　２月 ２８日 円 令和５年　３月

2 自 令和５年　３月１日 ～ 至 令和５年　３月 ３１日 円 令和５年　４月

3 自 令和５年　４月１日 ～ 至 令和５年　４月 ３０日 円 令和５年　５月

4 自 令和５年　５月１日 ～ 至 令和５年　５月 ３１日 円 令和５年　６月

5 自 令和５年　６月１日 ～ 至 令和５年　６月 ３０日 円 令和５年　７月

6 自 令和５年　７月１日 ～ 至 令和５年　７月 ３１日 円 令和５年　８月

7 自 令和５年　８月１日 ～ 至 令和５年　８月 ３１日 円 令和５年　９月

8 自 令和５年　９月１日 ～ 至 令和５年　９月 ３０日 円 令和５年１０月

9 自 令和５年１０月１日 ～ 至 令和５年１０月 ３１日 円 令和５年１１月

10 自 令和５年１１月１日 ～ 至 令和５年１１月 ３０日 円 令和５年１２月

11 自 令和５年１２月１日 ～ 至 令和５年１２月 ３１日 円 令和６年　１月

12 自 令和６年　１月１日 ～ 至 令和６年　１月 ３１日 円 令和６年　２月

13 自 令和６年　２月１日 ～ 至 令和６年　２月 ２９日 円 令和６年　３月

14 自 令和６年　３月１日 ～ 至 令和６年　３月 ３１日 円 令和６年　４月

15 自 令和６年　４月１日 ～ 至 令和６年　４月 ３０日 円 令和６年　５月

16 自 令和６年　５月１日 ～ 至 令和６年　５月 ３１日 円 令和６年　６月

17 自 令和６年　６月１日 ～ 至 令和６年　６月 ３０日 円 令和６年　７月

18 自 令和６年　７月１日 ～ 至 令和６年　７月 ３１日 円 令和６年　８月

19 自 令和６年　８月１日 ～ 至 令和６年　８月 ３１日 円 令和６年　９月

20 自 令和６年　９月１日 ～ 至 令和６年　９月 ３０日 円 令和６年１０月

21 自 令和６年１０月１日 ～ 至 令和６年１０月 ３１日 円 令和６年１１月

22 自 令和６年１１月１日 ～ 至 令和６年１１月 ３０日 円 令和６年１２月

23 自 令和６年１２月１日 ～ 至 令和６年１２月 ３１日 円 令和７年　１月

24 自 令和７年　１月１日 ～ 至 令和７年　１月 ３１日 円 令和７年　２月

25 自 令和７年　２月１日 ～ 至 令和７年　２月 ２８日 円 令和７年　３月

26 自 令和７年　３月１日 ～ 至 令和７年　３月 ３１日 円 令和７年　４月

27 自 令和７年　４月１日 ～ 至 令和７年　４月 ３０日 円 令和７年　５月

28 自 令和７年　５月１日 ～ 至 令和７年　５月 ３１日 円 令和７年　６月

29 自 令和７年　６月１日 ～ 至 令和７年　６月 ３０日 円 令和７年　７月

30 自 令和７年　７月１日 ～ 至 令和７年　７月 ３１日 円 令和７年　８月

31 自 令和７年　８月１日 ～ 至 令和７年　８月 ３１日 円 令和７年　９月

32 自 令和７年　９月１日 ～ 至 令和７年　９月 ３０日 円 令和７年１０月

33 自 令和７年１０月１日 ～ 至 令和７年１０月 ３１日 円 令和７年１１月

34 自 令和７年１１月１日 ～ 至 令和７年１１月 ３０日 円 令和７年１２月

35 自 令和７年１２月１日 ～ 至 令和７年１２月 ３１日 円 令和８年　１月

36 自 令和８年　１月１日 ～ 至 令和８年　１月 ３１日 円 令和８年　２月

円

 　　  うち取引に係る消費税額等

円

支払予定月

合      計

業務委託料支払内訳表　

（　埼玉県立循環器・呼吸器病センター   清潔区域環境管理業務　）

委託業務実施期間
分割委託料

(消費税額等を含む)



委 託 契 約 約 款 
 
 （総 則） 
第１条 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は、契約書に定め
 るもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書（現場説明書等を含む。）及び図面に従い、
 契約を履行しなければならない。 
 （権利義務の譲渡等） 
第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
 ない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （業務履行保証人） 

第２条の２ 乙は、委託業務（以下「業務」という。）を完了することができない場合に、自 

 己に代わって自ら業務を完了することを保証する他の委託業者を、業務履行保証人として立 

 てなければならない。 

２ 前項の保証人は、この契約に係る業務の業務履行保証人として甲が相当と認めるものでな 

 ければならない。 
 （再委託等の禁止） 
第３条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あ
 らかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 
 （監督員） 
第４条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を
 変更したときも、同様とする。 
２ 乙は、甲が指定した監督員の指示に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 
 （現場責任者及び技術管理者） 
第５条 乙は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって甲に通知し 
 なければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、甲が必要がないと認め  
るときは、この限りでない。 
２ 現場責任者は、業務の履行に関し現場において、指揮監督しなければならない。 
３ 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。 
４ 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。 
 （業務の調査等） 
第６条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は、報
 告を求めることができる。 
 （業務内容の変更、中止等） 
第７条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止すること
 ができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲、乙協
 議して書面をもってこれを定める。 
２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
 賠償額は甲、乙協議して書面をもって定める。 
 （履行期間の延長） 
第８条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了するこ
 とができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面を
 もって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲、乙協議して定
 めるものとする。 
 （損害のために必要を生じた経費の負担） 
第９条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため必要を生じ
 た経費は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生に甲の責めに帰すべき理由がある場合
 は、その過失の範囲内で甲が負担するものとし、その額は甲、乙協議して定める。 
 （検査） 
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければな
 らない。 
２ 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から１０日以内に業務の完了を確認するための
 検査を行わなければならない。この場合において、甲は、当該検査に合格したときは、その
 旨を書面をもって乙に通知しなければならない。 
３ 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受け
 なければならない。この場合、前２項の規定を適用する。 
 （委託金額の支払） 
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額
 の支払を請求するものとする。 
２ 甲は、前項の請求があった日から３０日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。 



 （履行遅滞の場合の違約金） 
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合に
 おいて、履行期間後に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、違約金を徴収して
 履行期間を延長することができる。 
２ 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託料の額に年２．５パ－セントの割合を乗じて
計算した額とする。ただし、違約金の総額が１００円に満たないときは、これを徴収しない。 

３ 甲の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託料の支払が遅れた場合は、乙は、
 その遅延日数に応じ、未受領金額に年２．５パ－セントの割合を乗じて計算した額の支払を
 甲に請求することができる。 
 （談合等の不正行為に係る損害賠償） 
第 12 条の 2 本契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）が、次の各号の
 一に該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき、本契
 約の請負代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）
 の１０分の２に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 
 契約を履行した後も同様とする。 
 (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律
  第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者で
  ある事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会
  が乙に対し、同法第７条の２第１項又は第８条の３に基づく課徴金の納付命令（以下「納
  付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占
  禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 
 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これ
  らの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行
  われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないと
  きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号におい
  て「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条
  又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた
  とき。 
  (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の
  規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野
  が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正
  取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課
  徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を
  含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 
  (4) 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の独占禁止法第
  ８９条第１項に規定する刑が確定したとき。 
 (5) 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４
  ０年法律第４５号）第９６条の６に規定する刑が確定したとき。 
２ 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、 
  甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。 
３ 乙は、前２項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日 
  から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年２．５パーセントを乗じて得た額を違
 約金として甲に納付しなければならない。 
 （甲の解除権） 
第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合に
  おいて、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。 
 (1) 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと、明らかに
  認められるとき。 
 (2) 第３条の規定に違反したとき。 
 (3) 前２号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することが
  できないと認められるとき。 
  (4) 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。 

  (5) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められると

き。 



ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手方

がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき。 

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場

合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、

乙がこれに従わなかったとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第 13 条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託金額の 10 分の１に

相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務につい

て履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）

の規定により選任された破産管財人 

二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 1

54 号）の規定により選任された管財人 

三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 2

25 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合（前条第５号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、

契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証

金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。 
第 14 条 甲は、業務が完了しない間は、第 13 条第１項に規定する場合のほか、必要があると
きは 契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたと
 きは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定
 める。 
 （乙の解除権） 
第 15 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 
 (1) 第７条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が２／３以上減少したとき。 
 (2) 第７条の規定による業務の中止の期間が契約期間の５／１０以上に達したとき。 
２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 
 （秘密等の保持等及び法令順守） 
第 16 条 乙は、本件業務を履行するに当たって関係法令、埼玉県個人情報保護条例（平成１６
 年埼玉県条例第６５号）その他の規程に従って行わなければならない。 
２ 乙は、甲から貸与された資料（既に公知の情報を除く。）及び本件業務の履行に際して知
 り得た甲の秘密及び住民・職員等の個人情報（以下「秘密等」という。）を第三者に漏らし、
 又は本件業務の履行のため以外の目的で利用してはならない。 
３ 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じな
 ければならない。 
４ 甲は、乙の本件業務の履行に際して知り得た秘密等を第三者に漏らしてはならない。 
５ 甲及び乙の秘密保持義務は、本契約終了後も継続する。 
６ 乙は、本件業務を履行する上で取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の



 個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。 
７ 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その
 内容を報告しなければならない。 
８ 本件業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を
 含む。）のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、乙の損害が甲の責めに
 帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。 
９ 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
10 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。 
 （従事者の監督） 
第 17 条 乙は、本件業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、埼玉県個人情 
  報保護条例第９条、第１０条、第６６条及び第６７条の規定の内容を周知し、従事者から誓
約書（別記様式）の提出を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを 
 提出しなければならない。 
３ 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第１６条第 
 ６項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行 
 わなければならない。 
 （乙の業務従事者の災害に対する措置） 
第 18 条 乙は、業務の履行に関して生じた乙の業務従事者の災害については、全責任をもって
 措置し、甲は何ら責任を負わない。 
 （乙の法令上の責任） 
第 19 条 乙は、業務従事者に係る労働基準法（昭和２２年法律第５０号）、職業安定法（昭和
 ２２年法律第１４１号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、労働安全衛生法（昭
 和４７年法律第５７号）、及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）その他労務に関す
 る一切の責任を負わなければならない。 
 （暴力団員等からの不当な要求の報告） 

第20条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、

  暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者そ

  の他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。）から不当な

  要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報（次項において「報

  告等」という。）をしなければならない。 

２ 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力

  団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければな

  らない。 
 （事業者調査への協力） 

第21条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲

  は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し（甲に関する部分に限る。）

  の提出について、協力を要請することができる。 
 （定めのない事項等） 
第 22 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に
 応じて甲、乙協議して定めるものとする。 
 



業 務 委 託 共 通 仕 様 書 

 

第１節  総 則 

（一般事項） 

第１条 この仕様書は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病セ

ンター（以下「甲」という。）が委託する業務（以下「委託業務」という。）の適正を

期するため委託業務に必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 受託者（以下「乙」という。）は、図面、設計書及び特記仕様書に定めるものの

ほか、この仕様書の定めるところにより委託業務を履行するものとする。 

（提出書類） 

第３条 乙は、指定の期日までに、甲の定める様式により別表の書類を提出しなければな

らない。 

２ 乙は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更届を甲に提出しなければなら

ない。 

３ 乙は、委託業務関係書類を常に監督員に提出できるように整備しておかなければなら

ない。 

（疑義） 

第４条 乙は、図面、設計書及び特記仕様書等に明示のない場合若しくは疑義が生じた場

合には、甲、乙協議するものとする。 

 

第２節  安 全 管 理 

（一般事項） 

第５条 乙は、委託業務現場における安全な作業を確保するため、適切な照明、防護柵、

足場及び標識等を設けなければならない。 

２ 乙は、薬品油類、電気等の危険物を使用する場合は、その選定、保管及び取扱につい

て、関係法令に従い万全の対策を講じなければならない。 

３ 豪雨、出水、その他の災害に対しては、十分な注意を払い、常にこれに対処できるよ

うに準備しておかなければならない。 

（事故の防止） 

第６条 乙は、委託業務の実施に必要な安全管理者、作業責任者等を配置して、安全管理

と事故防止に努めなければならない。 

２ 乙は、委託業務の実施に当たり、機械器具の点検整備を行い、取扱に当たっては十分

注意の上操作し、事故を未然に防止しなければならない。 

（異状及び事故報告） 

第７条 乙及び乙の現場責任者は、委託対象に異状を認めた場合、直ちに監督員に通報し

なければならない。 

２ 事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに監督員及び関係者に通報

しなければならない。 

なお、乙は事故の状況を記した書類を監督員を経由して甲に提出しなければならない。 



（後片づけ等） 

第８条 乙は、委託業務の完了までに委託業務現場内の機材、仮設備等を撤去するととも

に清掃し、施設に損傷を与えた場合は修復しなければならない。 

２ 乙は、委託業務の履行中、常に、委託業務現場内の整理整頓をしなければならない。 

 

第３節  委託業務の実施 

（委託業務実施基準） 

第９条 乙は、委託業務の実施に当たって、関係法令を遵守すること、特に、関係法令に

定められた諸手続き（許可、届出等）を遅滞なく行うものとする。 

２ 乙は、監督員の承認を受けた工程表、実施計画書に従い、委託業務の円滑な進行と適

正な管理を行わなければならない。 

３ 乙は、委託業務実施に際し、騒音、振動、悪臭等公害の発生を防止し、現場付近居住

者との間に紛争を起こさないよう、常に配慮しなければならない。 

４ 乙は、実施区域全般にわたる地上施設、地下埋設物等を確認し、委託業務実施に支障

のある場合は、速やかに監督員に連絡し、その指示を受けるものとする。 

５ 乙は、委託業務実施の就業時間については、あらかじめ甲と協議するものとする。 

６ 乙は、契約の履行を期するため、委託業務の遂行に適した者を配置しなければならな

い。 

（服装、規律） 

第 10条 乙は、委託業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 

(1) 作業に適した服装を着用すること。 

(2) 勤務中は、礼儀正しく品行をつつしみ応接に当たっては懇切丁寧を旨とし、かり

にも粗暴にわたる言動がないこと。 

(3) 勤務中に飲酒しないこと。又、酒気をおびて勤務しないこと。 

(4) 所定の場所以外での喫煙その他職務の遂行を怠るような行為をしないこと。 

(5) 名札を着けること。 

（委託業務実施記録） 

第 11条 乙は、現場責任者に実施した日の委託業務実施状況を記録させ、原則として翌日

監督員に提出しなければならない。 

（委託業務実施上の留意事項） 

第 12条 委託業務の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

(1) 火気の使用に当たっては十分注意すること。 

(2) 電力、ガス、水の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

(3) 衛生に留意すること。 

（関連委託業務等の調整） 

第 13条 甲は、乙の実施する委託業務が、甲の発注に係る第三者の実施する他の委託業務

又は工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき調整を行

うものとする。この場合において乙は、甲の調整に従い、第三者の行う委託業務又は工

事の円滑な実施に協力しなければならない。 

（負担区分） 



第 14条 業務履行のため乙が使用する電力、ガス、水道及び電話の料金の負担は、履行場

所における最小限度のものについて甲が負担するものとし、業務履行に必要な器具、報

告書及び消耗品は乙の負担とする。 

なお、特記仕様書等で負担区分が明記してあるものについては、その負担区分による

ものとする。 

（貸与品） 

第 15条 甲は、甲から乙へ貸与する機械器具（以下「貸与品」という。）については、品

名、数量、品質及び規格又は性能を明示し、乙に引き渡すものとする。 

２ 乙は、貸与品の引き渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出し、

善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

３ 乙は、自己の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは甲が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を

賠償しなければならない。 

 

第４節  検 査 

（検査） 

第 16条 委託業務が完了したときは、契約書別添第 10条に基づき委託業務完了通知書を

遅滞なく提出し、検査を受けるものとする。 

 

第５節  感 染 管 理 

（医療安全対策への協力） 

第 17条 乙（委託業者）は甲（病院）が行う医療安全対策研修への参加及び医療安全対策

への取り組みに協力するものとする。 

 



別表 

 

番号 名 称 摘 要 

１   現場責任者・技術管理者通知書 契約の日から７日以内 

２   委託業務工程表・実施計画書   同 上 

３   委託業務従事者名簿  

４   打合せ議事録  

５   支給材料受領・返納書  

６   貸与品借用書  

７   委託業務完了通知書  

８   委託業務日報又は月報  

９   委託業務報告書  

10   委託業務記録写真  

11   委託業務完了払請求書  

12   事故報告書  

13   資格証明書  

14   その他必要なもの  

 

   ※ 提出書類は、監督員の指示のとおりとする。 
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（約款別記） 

 

個人情報取扱特記事項 

 
 （従事者の監督） 

第１条 受注者は、本件業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、埼玉県個人

情報保護条例（平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。）第９条、第10条、第66条

及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書（別記様式）の提出を受けなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その

写しを提出しなければならない。 

３ 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第３条第

１項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行

わなければならない。 

 （損害のために生じた経費の負担） 

第２条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害

を含む。）のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者

の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものと

する。 

 （安全確保の措置） 

第３条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適

切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、

その内容を報告しなければならない。 

 （利用及び提供の制限） 

第４条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目

的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後にお

いても、同様とする。 

 （提供を受ける者に対する措置要求） 

第５条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、

その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目

的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

 （複製等の禁止） 

第６条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個

人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ

発注者の承認を受けたときは、この限りでない。 

 （資料等の返還） 

第７条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料

等（電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。）を速やかに発注者に返還しなけれ

ばならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返

還対象資料等を廃棄することができる。 

３ 前２項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用す

る。 

 （再委託の禁止等） 

第８条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
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ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請

け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人

情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行

わなければならない。 

（１）条例第９条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明 

（２）必要かつ適切な監督 

３ 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当

該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべ

ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。 

 （取扱状況の報告等） 

第９条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内

容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により

報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要

に応じ報告を求め、実地に調査することができる。 

３ 発注者は、受注者に対し、前２項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示を

することができる。 

 （契約の解除） 

第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、

この契約を解除することができる。 

 （安全確保上の問題への対応） 

第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直

ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、

直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧

等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。 

３ 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に

係る本人への対応（本人に対する適宜の手段による通知を含む。）等の措置を発注者と協力し

て講じなければならない。 
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（個人情報取扱特記事項 別記様式） 
 

 

誓 約 書 

 

 

 

  私は、本件業務（契約業務名）に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に

関し、埼玉県個人情報保護条例（平成16年埼玉県条例第65号）第９条（安全確保の措置）、第 

 10条（従事者等の義務）、第66条及び第67条（罰則）の規定の内容について、下記の者から説

明を受けました。 

  私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り

扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係法令が適用されることを自覚し、本

件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。 

 

記 

 

 

  説明した者  （受注者の名称） 

         （本件業務に関する総括責任者の役職名） （氏名） 

 

      年  月  日 

 

                 氏 名           

 

 

 

 

 

  （注）この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系

統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等

に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆ

るアルバイトや派遣労働者、法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものを含む。）の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。 

 



                              

         委託業務完了通知書  

 

                      令和   年   月   日  

（ あ て 先 ）  

埼玉県立循環器・呼吸器病センター病院長  

 

                      住  所  

                  受託者  

                      氏  名            

 

 

 下記の業務が令和   年   月   日完了したので委託契約約款第１０条  

第１項の規定により通知します。  

 

                  記  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  業 務 名        清潔区域環境管理業務  

         

  実 施 場 所        

  埼玉県熊谷市板井１６９６番地  

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター  

委 託 金 額        金             円  

          

   履 行 期 間        

  令和  ５年  ２月  １日から  

  令和  ８年   １月３１日まで  

   今回履行部分         

   （ 期 間 ）        

  令和   年   月   日から  

  令和   年   月   日まで  

   今回履行部分        

   の 委 託 料        
金            円  

  そ の 他           

 


